
章 ページ 章 ページ

表紙 表紙 表紙 表紙 平成27年３月 令和３年３月 最終計画更新時期変更のため（軽微な変更）

旧 新

（表紙） （表紙）

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

1／45：表紙



章 ページ 章 ページ

序章 ２ 序章 ２ 平成26年度から平成35年度まで 平成26 年度から令和５年度まで 元号改元による変更

旧 新

（Ｐ２） （Ｐ２）

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

2／45：序章



章 ページ 章 ページ

序章 ４ 序章 ４

序章 ４ 序章 ４

序章 ４ 序章 ４

序章 ４ 序章 ４

太宰府市 教育委員会
文化財課 課長

元太宰府市 教育委員会
文化財課 課長

退職に伴う役職変更

国土交通省 九州地方整備局
建政部 都市整備課 課長

国土交通省 九州地方整備局
建政部 計画管理課 課長

機構変更に伴う変更

旧 新

（Ｐ４） （Ｐ４）

変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

平嶋　道行
npo 法人　福岡文化財匠塾正会員
一級建築士
建築学
〇
〇

岡　　大輔
特定非営利活動法人　デザイン都市・プロ
ジェクト　理事長
特定非営利活動法人　和の文化研究会　副
理事長
都市計画
－
〇

前任者の意向による辞任に伴う変更

変 更 後

財政課
建設課
まちづくり課　文化財係

【削除】
道路整備課
まちづくり課　歴史文化財係

機構変更に伴う変更

3／45：序章



章 ページ 章 ページ

序章 ６ 序章 ６

『平成27 年３月16 日（月）』
　　　～
　『書面による意見聴取
(令和２年4月８日付依頼)』

までの１０項目の追記
（詳細は別シート(5/45)を参照）

『表　計画策定後の経緯』の追記

（Ｐ６） （Ｐ６）

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

旧 新

4／45：序章



平成27 年３月16 日（月）
【第５回】歴史的風致維持向上計

画推進協議会
添田町歴史的風致維持向上計画の計画変更の確認

平成27年６月24日(水)
【第６回】歴史的風致維持向上計

画推進協議会

平成26年度の事業スケジュールの確認

平成27年度の実施予定事業の検討

平成28年４月２１日(木)
【第７回】歴史的風致維持向上計

画推進協議会

平成26・27年度実施事業の進行管理・評価

平成28年度の実施予定事業の検討

平成29年３月16日（木）
【第８回】歴史的風致維持向上計

画推進協議会

平成28年度実施事業の進行管理・評価

平成29年度の実施予定事業の検討

平成30年３月22日（木）
【第９回】歴史的風致維持向上

計画推進協議会

平成29年度実施事業の進行管理・評価

平成30年度の実施予定事業の検討

平成30年10月25日（木）
【第10回】歴史的風致維持向上

計画推進協議会

平成30年度実施事業の進捗状況報告

平成31年度の実施予定事業の検討

平成31年３月５日（火）
【第11回】歴史的風致維持向上

計画推進協議会

平成30年度実施事業の進行管理・評価

中間評価（H26-H30）

計画の変更（案）の検討

平成31年度実施予定事業の検討

平成31年３月13日（水）
添田町歴史的風致維持向上計画

の変更(軽微な変更)認定申請

令和元年11月19日（火）
【第12回】歴史的風致維持向上

計画推進協議会

令和元年度実施事業の進捗状況報告

令和２年度の実施予定事業の検討

書面による意見聴取

(令和２年4月８日付依頼)

【第13回】歴史的風致維持向上

計画推進協議会

令和元年度実施事業の進行管理・評価

令和2年度の実施予定事業の検討

書面による意見聴取

(令和３年３月１日付依頼)

【第14回】歴史的風致維持向上

計画推進協議会

計画の変更（案）の検討

令和２年度実施事業の進行管理

令和3年３月12日（金）
添田町歴史的風致維持向上計画

の変更(軽微な変更)認定申請

序章　p６　「計画策定後の経緯」表への追加内容

5／45：序章p6の追記内容



章 ページ 章 ページ

第1章 32 第1章 32

第1章 32 第1章 32

第1章 32 第1章 32

名勝　県指定　「１」
名勝　合計欄　「２」

「－」
「１」

合計欄　県指定「13」
合計欄　合計　「32」

「12」
「31」

県指定名勝「英彦山顕揚坊庭園」が構成要素とし
て、国指定名勝「英彦山庭園」となったため

旧 新

（Ｐ３２） （Ｐ３２）

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

県指定文化財は13 件ある。その内訳は、
彫刻１件、工芸品１件、建造物１件、有形
民俗文化財４件、史跡１件、名勝１件、天
然記念物４件となっている。

県指定文化財は12件ある。その内訳は、彫
刻１件、工芸品１件、建造物１件、有形民
俗文化財４件、史跡１件、天然記念物４件
となっている。

6／45：第1章



章 ページ 章 ページ

第1章 33 第1章 33

旧 新

（Ｐ３３） （Ｐ３３）

昭和3年2月7日
旧亀石坊庭園
英彦山
広さ699 平方メートル、坊舎の庭

昭和3年2月7日
英彦山庭園
英彦山
「旧亀石坊庭園 」など、英彦山の庭園文
化の様相を表す７つの庭園

指定構成要素追加(令和2年3月10日）による名称
変更

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

7／45：第1章



章 ページ 章 ページ

第1章 34 第1章 34

旧 新

（Ｐ３４） （Ｐ３４）

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

名勝は、英彦山修験道坊家の代表的な庭園

である「旧亀石坊庭園
きゅうかめいしぼうていえん

」があり、雪舟の作

庭と伝わる。

名勝は、雪舟の作庭と伝わる「旧亀石坊庭
きゅうかめいしぼう

園
ていえん

」など、英彦山の庭園文化の様相を表し

ている７つの庭園で構成される「英彦山庭

園」がある。

構成要素追加による指定名称の変更及びそれに伴
う記載内容の変更

8／45：第1章



章 ページ 章 ページ

第1章 35 第1章 35

第1章 35 第1章 35

第1章 35 第1章 35

旧 新

（Ｐ３５） （Ｐ３５）

名勝は、英彦山修験道坊家の庭園である

「英彦山顕揚坊庭園
ひこさんけんようぼうていえん

」がある。

削除

県指定文化財は13 件あり、その内訳は、
彫刻１件、工芸品１件、建造物１件、有形
民俗文化財４件、史跡１件、名勝１件、天
然記念物４件となっている。

県指定文化財は12 件あり、その内訳は、
彫刻１件、工芸品１件、建造物１件、有形
民俗文化財４件、史跡１件、天然記念物４
件となっている。

名勝
平成23 年3 月18 日
英彦山
顕揚坊庭園
英彦山江戸前期、座観式庭園

削除

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

県指定名勝「英彦山顕揚坊庭園」が構成要素とし
て、国指定名勝「英彦山庭園」となったため

9／45：第1章



章 ページ 章 ページ

第1章 37 第1章 37

第1章 37 第1章 37
英彦山旧顕揚坊庭園
（該当黄丸を含む）

英彦山庭園(旧顕揚坊庭園)
（該当黄丸を黒丸に変更）

県指定名勝「英彦山顕揚坊庭園」が構成要素とし
て、国指定名勝「英彦山庭園」となったため

旧亀石坊庭園 英彦山庭園(旧亀石坊庭園) 国指定名勝「英彦山庭園」となったため

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

旧 新

（Ｐ３７） （Ｐ３７）

10／45：第1章



章 ページ 章 ページ

第1章 39 第1章 39

第1章 39 第1章 39

御旅所庭園
顕楊坊庭園
政所坊跡庭園

英彦山庭園(英彦山神宮旅殿庭園)
英彦山庭園(旧顕楊坊庭園)
英彦山庭園(旧政所坊庭園)

それぞれの庭園が構成要素として、国指定名勝「英
彦山庭園」となったため。（併せて、指定名称と整合
を図る）
※図の「緑」着色から「黒」丸に変更

旧亀石坊庭園 英彦山庭園(旧亀石坊庭園)
構成要素として、国指定名勝「英彦山庭園」となっ
たため。

旧 新

（Ｐ３９） （Ｐ３９）

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

11／45：第1章



章 ページ 章 ページ

第2章 49 第2章 49
顕楊坊庭園 ( 県指定 )
旧亀石坊庭園( 国指定)

旧顕楊坊庭園 (国指定:英彦山庭園)
旧亀石坊庭園(国指定:英彦山庭園)

構成要素として、国指定名勝「英彦山庭園」となっ
たため。

旧 新

（Ｐ４９） （Ｐ４９）

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

12／45：第2章



章 ページ 章 ページ

第2章 66 第2章 66

旧 新

（Ｐ６６） （Ｐ６６）

変 更 後 変 更 理 由

県指定名勝の顕揚坊や古式坊舎の増了坊、
指定名勝 英彦山庭園の構成要素の一つで
ある庭園を保有する顕揚坊や古式坊舎の増
了坊、

県指定名勝「英彦山顕揚坊庭園」が構成要素とし
て、国指定名勝「英彦山庭園」となったため

変 更 後 変 更 前
変 更 前

13／45：第2章



章 ページ 章 ページ

第2章 67 第2章 67

第2章 67 第2章 67
旧亀石坊庭園
政所坊跡庭園

英彦山庭園(旧亀石坊庭園)
英彦山庭園(旧政所坊庭園)

それぞれの庭園が構成要素として、国指定名勝「英
彦山庭園」となったため。（併せて、指定名称と整合
を図る）

旅殿敷地東にはひょうたん形をした古式庭
園があり、庭園を

旅殿敷地東には、ひょうたん形をした指定
名勝 英彦山庭園の構成要素の一つである
庭園があり、庭園を

庭園が構成要素として、国指定名勝「英彦山庭園」
となったため。

（Ｐ６７） （Ｐ６７）

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

旧 新

14／45：第2章



章 ページ 章 ページ

第3章 129 第3章 129

H30.３月の『添田町歴史的文化遺産活用ま
ちづくり基本構想』の全面改訂による修正

（詳細は別シート(17/45)を参照）

H30.３月の『添田町歴史的文化遺産活用まちづく
り基本構想』の全面改訂による修正

旧 新

（Ｐ１２９） （Ｐ１２９）

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

15／45：第3章



章 ページ 章 ページ

第3章 134 第3章 134

第3章 134 第3章 134

まちづくり課文化財係 まちづくり課歴史文化財係

まちづくり課　文化財係
建設課
教育委員会　教務課

まちづくり課　歴史文化財係
道路整備課
教育委員会　社会教育課

機構改革による係名変更

旧 新

（Ｐ１３４） （Ｐ１３４）

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

16／45：第3章



旧 新

　添田町歴史的文化遺産活用まちづくり基本構想は、添田町第５次総合計画を推進するため、本町が
有する数々の歴史遺産を活用し、まちの活性化へつなげていくことを目的に、平成24年３月に策定さ
れた。本構想は、「英彦山門前及び周辺まちづくり構想」と「添田本町地区・旧小倉街道町並みまち
づくり構想」の２つの構想から成り、構想を推進する為の中短期的なプログラムが定められている。
 英彦山門前及び周辺まちづくり構想は、「英彦山関連文化財群の保存活用による英彦山門前町の再
興」を掲げ、「英彦山神宮や参道の継承」や「門前町を構成する宿坊や庭園等の保存活用」、「英彦
山門前町回遊ネットワークの形成」の３つの取組みが打ち出されている。この実現化に向けた中短期
的なプロジェクトとして、「史跡指定推進事業」や「文化財群の公開事業」、「来訪者のもてなし事
業」が位置づけられている他、担い手の育成・連携も位置づけられている。
 添田本町の旧小倉街道町並みまちづくり構想は、「市街ゾーンの都市機能バランスを整える歴史文
化軸の再生」を掲げ、設定した街なか回遊ルートとスポーツレクルートが交差する旧小倉街道を歴史
文化軸と位置づけられている。歴史文化軸では、重要文化財の中島家住宅等を活用した「文化芸術活
動の拠点整備」や「歴史観光交流の拠点整備」の取組みが位置づけられている。その他、地元住民と
のまちづくりの展開に向けた「まちづくり拠点整備」、「一
体的な町並みまちづくり」、「地元協議によるまちづくり」の方策が位置づけられている。
 なお、本構想の実現に向けて、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律に基づく歴史
的風致維持向上計画の策定・認定を目指すことが位置づけられている。

　添田町歴史的文化遺産活用まちづくり基本構想は、添田町第５次総合計画を推進するため、本町が
有する数々の歴史遺産を活用し、まちの活性化へつなげていくことを目的に、平成24年３月に策定に
策定した。
　しかし、その後、平成26年６月の「添田町歴史的風致維持向上計画」の認定と併せ、観光庁におい
て『明日の日本を支える観光ビジョン(平成28年３月策定）』など、従来の文化財保護施策だけでな
く、活用にも力点を置いた施策が位置付けられ、基本構想の策定後、「歴史的文化遺産の保存活用を
通じたまちづくり」を取り巻く情勢が変化したことに伴い、平成30年３月に基本構想の改定を行っ
た。
　改定後の本構想では、「歴史的文化遺産の価値を堅実に保存」、「歴史的文化遺産の魅力を積極的
に活用」及び「官民連携による歴史的文化遺産の保存活用」の３つを基本方針と、それを実現するた
め７つの実施方針を定め、町内において、歴史的文化遺産の集積状況やそれらの周辺環境が一体と
なった価値の形成状況等を鑑み、「英彦山地区」と「添田本町等地区」を重点的に取り組む地区とし
て位置付けている。
　「英彦山地区」においては、『英彦山関連文化財群の保存活用による観光・交流を通じて英彦山門
前町を再興』を掲げ、「英彦山の国史跡指定、保存活用計画の策定」と「宿坊等を活用した観光プラ
ンの開発」と併せ、「宿坊等の公開活用に向け、官民連携の保存活用体制構築」を図ることとしてい
る。
　「添田本町等地区」においては、「英彦山参詣で発展した関連文化財群の保存活用による交流・文
化的生活を通じてまちの豊かさを向上」をテーマとして、現在取り組んでいる重要文化財 中島家住
宅の保存修理後における活用に向け、地元まちづくり団体等と協議・調整を図り、建造物の価値の発
信、地域の交流拠点等の検討を進めることとしている。
　なお、これらを取り組むことにより、「保存活用計画策定を通じた計画的な文化財の保護の推進」
とともに、「地域の歴史まちづくり組織の設立」などの効果も併せて期待できる。

第１章基本構想の目的、位置付け

１．基本構想の目的

２．基本構想の位置付け

３．基本構想の対象地

４．基本構想の構成

基本構想の概要を示す、基本構想の目的、

位置づけ、対象地、構成を整理。

第２章地域の歴史文化の特徴

１．自然的環境

２．歴史的環境

３．社会的環境

４．歴史的文化遺産の整理

添田町が有する歴史文化の特徴について、

自然、歴史、社会の視点から整理すると

ともに、歴史文化を物語る歴史的文化遺

産を整理。

第３章歴史まちづくりの基本的な方針

１．歴史まちづくりの現状と課題

２．歴史まちづくりの目標

３．基本方針

４．本町の関連文化財群

歴史まちづくりを進める上での現状と課題を整理し、

歴史まちづくりの今後の目標と基本方針を設定。

歴史まちづくりとして活用する、添田町が有する歴

史的文化遺産の相互の関係性（テーマ）を「関連文

化財群」として設定。

第４章歴史まちづくりの進め方

１．歴史文化保存活用区域

２．保存活用計画

歴史まちづくりを進める上での保存活用区域の設定の

考え方、保存活用計画の策定の考え方を整理。添田町

が重点的に進めるべき区域、計画を設定。

17／45：第3章p129



章 ページ 章 ページ

第4章 138 第4章 138 （黄色丸） （黒丸に変更）
県指定名勝「英彦山顕揚坊庭園」が構成要素とし
て、国指定名勝「英彦山庭園」となったため

旧 新

（Ｐ１３８） （Ｐ１３８）

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

18／45：第4章
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第5章 151 第5章 151

旧 新

（Ｐ１５１） （Ｐ１５１）

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

本町は、国指定文化財が13 件、県指定文
化財が13件、町指定文化財が６件の合計32
件の有形・無形の指定文化財が存在する。

本町は、国指定文化財が13 件、県指定文
化財が12件、町指定文化財が６件の合計31
件の有形・無形の指定文化財が存在する。

県指定名勝「英彦山顕揚坊庭園」が構成要素とし
て、国指定名勝「英彦山庭園」となったため

19／45：第5章
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第5章 154 第5章 154

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

平嶋　道行
npo 法人　福岡文化財匠塾正会員・一級建
築士
建造物

植田　周平
添田町観光ガイドの会会長・元環境省　自
然公園指導員
動植物

前任者の意向による辞任に伴う変更

旧 新

（Ｐ１５４） （Ｐ１５４）

20／45：第5章



章 ページ 章 ページ

第5章 155 第5章 155

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

旧 新

（Ｐ１５５） （Ｐ１５５）

「添田町の文化財の保存・活用に関わる団
体の一覧」表に２団体の追記
（詳細は別シート参照）

新規活動団体（2団体）の設立に伴う追記

21／45：第5章
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第5章 156 第5章 156

第5章 156 第5章 156

第5章 156 第5章 156

第5章 156 第5章 156

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

重点区域内には、国指定文化財が７件、県
指定文化財が７件、町指定文化財が４件の
合計18 件の有形・無形の指定文化財が存
在する。

重点区域内には、国指定文化財が11件、県
指定文化財が８件、町指定文化財が３件の
合計22件の有形・無形の指定文化財が存在
する。

過去の指定追加等の対応もれによる修正

改元に伴う元号表記の改正

旧 新

【民俗芸能文化財等伝承支援事業】（平成
27年度～平成35年度）

【民俗芸能文化財等伝承支援事業】（平成
27年度～令和５年度）

【歴史的古文書保存活用事業】（平成28年
度～平成35年度）

【歴史的古文書保存活用事業】（平成28年
度～令和５年度）

【英彦山神宮参道保存整備事業】（平成29
年度～平成35年度）

【英彦山神宮参道保存整備事業】（平成29
年度～令和５年度）

（Ｐ１５６） （Ｐ１５６）

22／45：第5章
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第5章 157 第5章 157

第5章 157 第5章 157

第5章 157 第5章 157

第5章 157 第5章 157

第5章 157 第5章 157

旧 新

【中村家住宅保存活用整備事業】（平成31
年度～平成35年度）

【中村家住宅保存活用整備事業】（平成31
年度～令和５年度）

【英彦山区域歴史的風致形成建造物修理事
業、添田本町等区域歴史的風致形成建造物
修理事業】（平成28年度～平成35年度）

【英彦山区域歴史的風致形成建造物修理事
業、添田本町等区域歴史的風致形成建造物
修理事業】（平成28年度～令和５年度）

【案内板等デザイン方針策定事業、案内板
等整備事業】（平成26年度～平成35年度）

【案内板等デザイン方針策定事業、案内板
等整備事業】（平成26年度～令和５年度）

改元に伴う元号表記の改正

【中島家住宅保存活用計画策定事業、中島
家住宅活用整備事業】（平成26年度～平成
35年度）

【中島家住宅保存活用計画策定事業、中島
家住宅活用整備事業】（平成26年度～令和
５年度）

【中島家住宅保存修理事業、中島家住宅活
用整備事業】（平成27年度～平成35年度）

【中島家住宅保存修理事業、中島家住宅活
用整備事業】（平成27年度～令和５年度）

（Ｐ１５７） （Ｐ１５７）

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

23／45：第5章
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第5章 158 第5章 158

第5章 158 第5章 158

第5章 158 第5章 158

改元に伴う元号表記の改正

変 更 後 変 更 前

（Ｐ１５８）

【中村家住宅保存活用整備事業】（平成31
年度～平成35年度）

【中村家住宅保存活用整備事業】（平成31
年度～令和５年度）

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

旧 新

（Ｐ１５８）

【英彦山神宮参道修景整備事業】（平成29
年度～平成35年度）

【英彦山神宮参道修景整備事業】（平成29
年度～令和５年度）

【公共施設修景整備事業】（平成29年度～
平成35年度）

【公共施設修景整備事業】（平成29年度～
令和５年度）

24／45：第5章
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第5章 159 第5章 159

第5章 159 第5章 159

第5章 159 第5章 159

第5章 159 第5章 159

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

【添田公園整備事業】（平成34年度～平成
35年度）

【添田公園整備事業】（令和４年度～令和
５年度）

（Ｐ１５９） （Ｐ１５９）

改元に伴う元号表記の改正

【案内板等デザイン方針策定事業、案内板
等整備事業】（平成26年度～平成35年度）

【案内板等デザイン方針策定事業、案内板
等整備事業】（平成26年度～令和５年度）

【中島家住宅保存修理事業】（平成27年度
～平成33年度）

【中島家住宅保存修理事業】（平成27年度
～令和３年度）

【児童・生徒に対する意識向上推進事業】
（平成27年度～平成35年度）

【児童・生徒に対する意識向上推進事業】
（平成27年度～令和５年度）

旧 新

25／45：第5章
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第5章 160 第5章 160

第5章 160 第5章 160

第5章 160 第5章 160

第5章 160 第5章 160

第5章 160 第5章 160

旧 新

重点区域内における文化財の保存・活用に
関わる団体は、「郷土史会」と「英彦山神
輿を担ぐ会」、「彦山踊り保存会」の３団
体がある他、

重点区域内における文化財の保存・活用に
関わる団体は、「郷土史会」と「英彦山神
輿を担ぐ会」、「重文・中島家住宅推進協
議会」等の７団体がある他、

新団体設立に伴う活動団体数の増、
英彦山区域だけでなく、添田本町等区域での活動
団体記載に伴う記載団体名の変更

【普及啓発イベント事業】（平成26年度～
平成35年度）

【普及啓発イベント事業】（平成26年度～
令和５年度）

改元に伴う元号表記の改正

（Ｐ１６０） （Ｐ１６０）

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

【民俗芸能文化財等伝承支援事業】（平成
27年度～平成35年度）

【民俗芸能文化財等伝承支援事業】（平成
27年度～令和５年度）

【まちづくり団体設立支援事業】（平成26
年度～平成35年度）

【まちづくり団体設立支援事業】（平成26
年度～令和５年度）

【まちづくり団体育成支援事業】（平成27
年度～平成35年度）

【まちづくり団体育成支援事業】（平成27
年度～令和５年度）

改元に伴う元号表記の改正

26／45：第5章
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第6章 161 第6章 161

第6章 161 第6章 161

８．添田公園整備事業（平成34年度～平成
35年度）
９．公共施設修景整備事業（平成29年度～
平成35年度）
11．英彦山神宮参道修景整備事業（平成29
年度～平成35年度）

８．添田公園整備事業（令和４年度～令和
５年度）
９．公共施設修景整備事業（平成29年度～
令和５年度）
11．英彦山神宮参道修景整備事業（平成29
年度～令和５年度）

改元に伴う元号表記の改正

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

１．英彦山神宮参道保存整備事業（平成29
年度～平成35年度）
３．中島家住宅保存修理事業（平成27年度
～平成33年度）
４．中島家住宅活用整備事業（平成27年度
～平成35年度）
５．中村家住宅保存活用整備事業（平成31
年度～平成35年度）
６．英彦山区域歴史的風致形成建造物修理
事業（平成28年度～平成35年度）
７．添田本町等区域歴史的風致形成建造物
修理事業（平成28年度～平成35年度）

１．英彦山神宮参道保存整備事業（平成29
年度～令和５年度）
３．中島家住宅保存修理事業（平成27年度
～令和３年度）
４．中島家住宅活用整備事業（平成27年度
～令和５年度）
５．中村家住宅保存活用整備事業（平成31
年度～令和５年度）
６．英彦山区域歴史的風致形成建造物修理
事業（平成28年度～令和５年度）
７．添田本町等区域歴史的風致形成建造物
修理事業（平成28年度～令和５年度）

旧 新

（Ｐ１６１） （Ｐ１６１）

27／45：第6章
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第6章 162 第6章 162

第6章 162 第6章 162

18．民俗芸能文化財等伝承支援事業（平成
27年度～平成35年度）
19．まちづくり団体設立支援事業（平成26
年度～平成35年度）
20．まちづくり団体育成支援事業（平成27
年度～平成35年度）
21．児童・生徒に対する意識向上推進事業
（平成27年度～平成35年度）

18．民俗芸能文化財等伝承支援事業（平成
27年度～令和５年度）
19．まちづくり団体設立支援事業（平成26
年度～令和５年度）
20．まちづくり団体育成支援事業（平成27
年度～令和５年度）
21．児童・生徒に対する意識向上推進事業
（平成27年度～令和５年度）

改元に伴う元号表記の改正

旧 新

（Ｐ１６２） （Ｐ１６２）

14．案内板等整備事業（平成27年度～平成
35年度）
16．普及啓発イベント事業（平成26年度～
平成35年度）
17．歴史的古文書保存活用事業（平成28年
度～平成35年度）

14．案内板等整備事業（平成27年度～令和
５年度）
16．普及啓発イベント事業（平成26年度～
令和５年度）
17．歴史的古文書保存活用事業（平成28年
度～令和５年度）

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

28／45：第6章
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第6章 164 第6章 164

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

平成29年度～平成35年度 平成29年度～令和５年度 改元に伴う元号表記の改正

旧 新

（Ｐ１６４） （Ｐ１６４）

29／45：第6章
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第6章 166 第6章 166

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

平成27年度～平成33年度 平成27年度～令和３年度 改元に伴う元号表記の改正

（Ｐ１６６） （Ｐ１６６）

旧 新

30／45：第6章
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第6章 167 第6章 167 平成27年度～平成35年度 平成27年度～令和５年度 改元に伴う元号表記の改正

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

旧 新

（Ｐ１６７） （Ｐ１６７）

31／45：第6章
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第6章 168 第6章 168 改元に伴う元号表記の改正

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

平成31年度～平成35年度 平成31年度～令和５年度

（Ｐ１６８） （Ｐ１６８）

旧 新

32／45：第6章
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第6章 169 第6章 169

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

旧 新

（Ｐ１６９） （Ｐ１６９）

平成28年度～平成35年度 平成28年度～令和５年度 改元に伴う元号表記の改正

変 更 後 変 更 前

33／45：第6章
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第6章 170 第6章 170

（Ｐ１７０） （Ｐ１７０）

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

平成28年度～平成35年度 平成28年度～令和５年度 改元に伴う元号表記の改正

旧 新

34／45：第6章
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第6章 171 第6章 171

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

平成34年度～平成35年度 令和４年度～令和５年度 改元に伴う元号表記の改正

旧 新

（Ｐ１７１） （Ｐ１７１）

35／45：第6章
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第6章 172 第6章 172

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

旧 新

平成29年度～平成35年度 平成29年度～令和５年度 改元に伴う元号表記の改正

（Ｐ１７２） （Ｐ１７２）

36／45：第6章
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第6章 174 第6章 174

（Ｐ１７４） （Ｐ１７４）

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

旧 新

平成29年度～平成35年度 平成29年度～令和５年度 改元に伴う元号表記の改正

37／45：第6章
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第6章 176 第6章 176

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

平成27年度～平成35年度 平成27年度～令和５年度 改元に伴う元号表記の改正

旧 新

（Ｐ１７６） （Ｐ１７６）

38／45：第6章
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第6章 177 第6章 177

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

旧 新

（Ｐ１７７） （Ｐ１７７）

平成26年度～平成35年度 平成26年度～令和５年度 改元に伴う元号表記の改正

39／45：第6章
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第6章 178 第6章 178

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

旧 新

（Ｐ１７８） （Ｐ１７８）

平成28年度～35年度 平成28年度～令和５年度 改元に伴う元号表記の改正

40／45：第6章
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第6章 179 第6章 179

第6章 179 第6章 179

改元に伴う元号表記の改正

平成27年度～令和５年度

平成26年度～平成35年度 平成26年度～令和５年度

平成27年度～平成35年度

（Ｐ１７９） （Ｐ１７９）

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

旧 新

41／45：第6章
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第6章 180 第6章 180

第6章 180 第6章 180

改元に伴う元号表記の改正

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

旧 新

（Ｐ１８０） （Ｐ１８０）

平成27年度～平成35年度 平成27年度～令和５年度

平成27年度～平成35年度 平成27年度～令和５年度

42／45：第6章



章 ページ 章 ページ

第7章 184 第7章 184

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

（４ 中村家住宅「その他」欄）
町指定文化財

町指定文化財
歴史的風致形成建造物
（平成31年３月27日指定）
指定番号：２

歴史的風致形成建造物の指定に伴う指定年月日等
の追記

旧 新

（Ｐ１８４） （Ｐ１８４）

43／45：第7章



章 ページ 章 ページ

第7章 186 第7章 186
（20　英彦山神宮参道「その他」欄）
　（空欄）

歴史的風致形成建造物
（平成31年３月27日指定）
指定番号：１

歴史的風致形成建造物の指定に伴う指定年月日等
の追記

変 更 後

旧 新

（Ｐ１８６） （Ｐ１８６）

変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

44／45：第7章



章 ページ 章 ページ

奥付 184 奥付 184
発　行　日　平成26年５月
変　更　日　平成27年３月

平成26年５月
平成27年３月（２版）
平成31年３月（３版）
令和３年３月（４版）

改訂履歴の記載

旧 新

（Ｐ１８４） （Ｐ１８４）

変 更 後 変 更 前
変 更 前 変 更 後 変 更 理 由

45／45：奥付


